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       No.７１ 

平成２９年４月２７日発行 

         http://www.shokusan.or.jp/kankyo/committee/index.html 

 

（一財）食品産業センター環境委員会 事務局 加藤・渡邊 

TEL:０３-３２２４-２３８４／FAX:０３-３２２４-２３９８ 

Mail：m-kato@shokusan.or.jp 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

賛助会員各位 

 

日頃より(一財)食品産業センター 環境委員会の活動にご理解とご協力賜り誠にありがとう

ございます。 

配信記事 

平成 29年度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（省エネルギー投資促進

に向けた支援補助事業のうちエネルギー使用合理化等事業者支援事業）」について 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、標記の公募について、農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室 環

境対策班より通知がありましたのでご連絡申し上げます。 

 

（記） 

【省エネルギー庁補助事業公募情報】 

今回の補助事業は、省エネルギー設備への入替支援工場・事業場単位、設備単位で、省エネ効果の高い設備の入替につ

いて支援を行うものです。 

説明会の受付が本日より始まりエントリー順となっていますので、出来るだけ早く会員各位にお伝え願います。 

エントリー受付：一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）ホームページ 

https://sii.or.jp/cutback29/ 

併せて別紙 資源エネルギー庁の公募内容もご参考にしてください。 
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別紙 資源エネルギー庁の公募内容 

 

【資源エネルギー庁】http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/1704/170426a/ 

  

平成 29年度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（省エネルギー投資促進に向けた支援補助事業のうち

エネルギー使用合理化等事業者支援事業）」の公募期間及び公募説明会の開催について 

   

平成 29年度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（省エネルギー投資促進に向けた支援補助事業のう

ちエネルギー使用合理化等事業者支援事業）」の公募期間及び公募説明会の開催が決定致しました。公募説明会

に関しましては事前エントリー制となりますので、執行団体（一般社団法人環境共創イニシアチブ）のホーム

ページよりエントリーくださいますよう、お願い申し上げます。 

  

1．公募期間 

  

平成 29年 5月 25日（木）～平成 29年 6月 26日（月） 

  

2．公募説明会 

（日時）平成 29年 5月 11日（木）～平成 29年 5月 24日（水） 

（場所）全国 11箇所 

（参加費）無料 

  

※公募説明会の事前エントリーは 4月 26日（木）より、下記、一般社団法人環境共創イニシアチブのホームペ

ージにて受け付けております。 

一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）ホームページ 

https://sii.or.jp/cutback29/ 

  

  

3．お問合せ先 

  

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 

電話 03-3501-9726 

FAX 03-3501-8396 

  

※平成 29 年度より、「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」は「省エネルギー投資促進に向けた支援補

助金（省エネルギー投資促進に向けた支援補助事業のうちエネルギー使用合理化等事業者支援事業）」に名称変

更致しました。 

 

以上 

 

※環境委員ニュースは、メール又は FAXで配信しています。FAX版は、添付資料等により送付数が多くなること

や、内容を当方より指定させていただいたＵＲＬにて別途ご確認をお願いすることがございます。そのため、

出来るだけメール配信といたしたく考えます。現在、FAXで配信させていただいている方で、メール配信にご変

更いただける方は、事務局までご連絡をお願いします。 

 

 



事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間団体等 

事業イメージ 

 事業目的・概要 

工場・事業場、住宅、ビルにおける省エネ関連投資を促進することで、エ
ネルギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進します。 

 成果目標 

平成42年省エネ目標（5,030万kl削減）達成に寄与します。 

事業者等 

補助 
補助（定額,2/3, 

1/2,1/3） 

給湯 

照明 

暖房 

冷房 

換気 

削減 

エネルギーを上手に使う 

＋ 

エネルギーを創る 

大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、 
年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅/建築物 

②、③ 
ZEH/ZEBとは 

＋ 

エネルギーを極力 
必要としない 

①省エネルギー設備への入替支援 
工場・事業場単位、設備単位で、省エネ効果の高い設備の入替につ
いて支援を行います。また、29年度から新たに、工場・事業場や複数
事業者間でのエネルギー使用量の削減や原単位改善を支援します。 

② ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の導入支援             
ZEHの価格低減・普及加速化のため、ZEHの普及目標を掲げた
ZEHビルダーが設計・建築・改築するZEHの導入を支援します。 

③ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）の実証支援               
ZEBの実現・普及のためのガイドライン作成等を目的に、ZEBの構成
要素となる高性能建材や高性能設備機器等の導入を支援します。 

④ 住宅の断熱・省エネ改修の支援                     

    住宅の断熱・省エネ改修を促進するため、高性能建材（断熱材や窓
等）や高性能設備（空調設備等）を用いた改修を支援します。 

① 申請時の省エネ目標の100%以上達成を目指します。 

②～④ 平成32年までに新築戸建住宅の過半数のZEH実現と建築物に 
     おけるZEB実現及び、省エネリフォーム件数の倍増を目指します。 

天井・壁・床等の断熱 ガラスの交換 外窓交換・内窓設置 

住宅の断熱・省エネ改修を支援 

④ 下記改修により、住宅の省エネ化を実現 

・高効率空調設備 
・高効率給湯設備 
・蓄電システム の導入
（戸建住宅に限る） 

エネルギー消費原単位改善 ① 工場の省エネ取組 
事業者の省エネ取組を支援 

エネルギー消費原単位 
での省エネ 

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 
平成29年度概算要求額 1140.0億円（515.0億円） 

省エネ効果の高い設備の入替 

＜高効率照明＞ ＜高効率空調＞ 

 設備更新 

エネマネの活用等による 
効率改善 

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課 03-3501-9726 
製造産業局 生活製品課 03-3501-0969 

エネマネ事業者※の活用による 
効率的・効果的な省エネ 

※エネマネ事業者：エネルギーマネジメントシステムを導入し、エネルギーの見える化 
            サービスをはじめとした、エネルギー管理支援サービスを通じて工 
            場・事業場等の省エネルギー事業を支援する者。 

エネルギー 
使用量 

生産量 原単位 

設備 
導入前 

1,500 300 50 

設備 
導入後 

3,000 1,000 30 

原単位 

改善 

÷ 

÷ 

＝ 

＝ 


